
平成 年度　事務事業の見直しに関する調書
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　提案のとおり取り組む 事業に係る予算額 平成２３年度 平成２４年度

　提案のようには取り組めない（１０へ）

　提案とは違う改革改善に取り組む（１１へ） 千円 千円

【見直しに関するまとめ】

６ 事務事業の方向性（改革改善に係る担当課への指示等）

昭和３４年１月に現行国保法が施行され、市町村に国民健康保険事業を行うことが義務付けられた。

５ ２２年度の実績及び２３年度の改革改善内容

３ 事務事業を取り巻く環境（対象者や根拠法令等）の変化等

４ 市民、議会、事業者、利害関係者等からの意見・要望等

２ 事業概要

　事業を廃止する

　他の事業と統合する

  【今後の方向性】

　規模を縮小して継続する

　現状維持のまま継続する

　事務処理方法等を改善する

　民間事業者への委託を検討するため、他市での取組状況を調査し、レセプト点検
の精度や点検率等について検証する。現在は、被保険者一人当たりの財政効果額
が東京都平均を上回っており、非常勤嘱託員によるレセプト審査が成果として表れて
いることから、民間事業者へ委託する時期については、今後、費用対効果を分析しな
がら、見極めることとする。

民間への委託化を検討する。

診療報酬請求が適切に行われているかを把握するための事務であるが、レセプトの電子化（画像レセプト）前と変わらず非常
勤嘱託員５人（予算額：5,228千円）で対応している。経費及びレセプト点検の精度、点検率を検証し、民間委託化について検
討する必要がある。

１１ 提案とは違う改革改善の内容（取組内容とその効果・予算額等）

７ 事務局からの提案

８ 提案理由

９ 提案に対する担当課の取組

　事業を一定期間休止する

　事業を民間に委託する

１２ 総合判定（ヒヤリング後に事務局が記入）

NO 2

１０ 提案のように取り組めない理由

5,228 5,228

医療費は年々増加している。それに伴い保険者が支払う診療報酬が増加している中、診療報酬に係わる明細（レセプト）の審
査を行い、適正な請求に基づいて診療報酬の支払いを行うための事務である。

年々レセプト枚数が増加し、診療報酬請求内容も複雑化している。適正な請求の確認のため自主的な点検作業が必要とな
る。

特になし

22年度は、財政効果額が９２３円と３０団体中、第4位となった。（東京都平均６０６円）
23年度においてもこの水準を維持するよう実施していく。

業務の効率化の検討

柔軟で健全な行財政運営をめざして

レセプト審査事業

事業期間

担当係

保険年金課担当課

国保係

国民健康保険法法令根拠
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１ 事業開始の経緯

－

基本事業名 年度から開始平成
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一般管理経費

施策名 財政運営の健全化
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